
建設現場においての特別加入のパターン図 

 

 

①労働者とは、賃金台帳・出勤簿等の管理がされていて労働の対償とし

て賃金を支払われる方 

②一人親方とは、賃金ではなく外注費や請負費として一つの仕事に対し

てお金を支払われる方 

③中小事業主とは、1 年間に 100 日以上労働者を使用する方で、法人・

個人を問いません 


